
横浜市内に所在する指定障害福祉サービス事業所、
指定障害者支援施設等 管理者 様
横浜市内事業所の地域区分の変更について

横浜市健康福祉局障害企画課

横浜市内に所在する指定障害福祉サービス事業所等の地域区分について、平成26年度は４給地でしたが、平成27年度以降は３給地となります。

（平成27年4月サービス提供分からの適用です。）

請求時等に地域区分を誤ると請求エラーになります。御注意ください。
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